
「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」 

に基づく報告について 

平成１９年９月５日 

 
「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順（平成１８年６月２９

日 食品安全委員会決定）」に基づき、推定摂取量等について厚生労働省は、食品安全委

員会へ報告を行うこととなっている。 

本年２月以降に報告を受けた１１剤について下記のとおり概要を記す。 

 

推定摂取量の対 ADI比（TMDI※／ADI×100または EDI※※／ADI×100） 
 

農薬名 
ADI 

 
国民平均 

 
高齢者 

(65歳以上）

 
妊婦 

 
幼小児 

（1～6歳）
ボスカリド 
0.044 51.3% 48.8% 39.9% 75.5% 

ビフェナゼート 
0.01 46.3% 47.3% 37.3% 52.6% 

ノバルロン 
0.011 21.6% 21.1% 21.9% 61.8% 

クロチアニジン 
0.097 16.5% 16.7% 14.0% 31.7% 

アゾキシストロビン 
0.18 27.1% 29.2% 20.7% 51.7% 

ジメトモルフ 
0.11 10.1% 10.1% 7.2% 16.8% 

フルフェノクスロン 
0.037 42.8% 46.8% 33.4% 77.6% 

ウニコナゾールＰ 
0.016 2.7% 2.6% 2.1% 4.9% 

クミルロン 
0.01 10.5% 10.4% 9.3% 17.0% 

トルフェンピラド 
0.0056 36.8% 42.6% 32.2% 57.5% 

フェンブコナゾール 
0.03 10.3% 10.4% 9.6% 27.4% 

※TMDI 理論最大１日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake）：各農作物等の基準値案×各農作
物等の摂取量 
※※EDI 推定 1日摂取量（Estimate Daily Intake）：各農作物等の作物残留試験成績の平均値×各農作
物等の摂取量 
（EDI試算による場合は、下線を引いた） 
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